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（
前
ペ
ー
ジ
か
ら
の
続
き
）
平
成

18
年
度
、
19
年
度
を
比
較
す
る
と
一

般
会
計
に
お
け
る
公
債
費
と
、
公
営

企
業
の
公
債
費
へ
の
繰
出
金
が
そ
れ

ぞ
れ
１
億
５
千
万
円
程
増
え
て
い
ま

■
将
来
負
担
比
率
の
状
況

　

将
来
負
担
比
率
の
算
定
に
用
い
ら
れ
る

将
来
負
担
額
は
、
お
よ
そ
７
２
９
億
円
と

な
り
ま
す
。

　

一
方
、
充
当
可
能
基
金
が
１
１
０
億

円
、
特
定
財
源
見
込
額
が
６
億
円
、
基
準

財
政
需
要
額
算
入
見
込
額
が
５
２
２
億
円

あ
り
、
実
質
的
な
負
担
額
は
約
91
億
円
と

な
り
ま
す
の
で
、
将
来
負
担
比
率
は
47
・

１
％
と
な
り
ま
す
。

　

将
来
負
担
額
の
主
な
も
の
は
、
地
方
債

の
残
高
（
一
般
会
計
等
）
３
６
５
億
円
、

公
営
企
業
債
等
に
係
る
繰
入
見
込
額
２
４

２
億
円
で
す
が
、
こ
の
大
半
が
交
付
税
措

置
の
あ
る
地
方
債
で
あ
る
た
め
、
前
述
の

と
お
り
５
２
２
億
円
が
基
準
財
政
需
要
額

算
入
見
込
額
と
し
て
控
除
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
基
金
の
額
も
多
額
で
あ
り
、
こ

の
分
も
控
除
さ
れ
る
の
で
、
将
来
負
担
比

率
は
健
全
化
判
断
基
準
に
比
べ
、非
常
に

低
い
比
率
と
な
り
ま
し
た
。

　

制
度
上
、
充
当
可
能
基
金
が
控
除
さ
れ

る
た
め
低
い
比
率
に
な
り
ま
し
た
が
、
基

金
の
大
半
は
特
定
目
的
基
金
で
あ
り
、
基

金
の
目
的
に
沿
っ
て
今
後
取
り
崩
し
が
行

わ
れ
る
と
、
こ
の
要
因
だ
け
を
と
っ
て
も

将
来
負
担
比
率
を
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

現
時
点
の
将
来
負
担
比
率
は
低
い

比
率
で
す
が
、こ
れ
に
安
心
し
て
、今

後
の
実
施
事
業
を
拡
大
し
て
い
く
と
、

基
金
を
取
り
崩
す
こ
と
で
控
除
額
を

少
な
く
し
、
ま
た
地
方
債
を
借
り
入

れ
、
地
方
債
残
高
を
引
き
上
げ
る
結

果
、
将
来
負
担
比
率
に
つ
い
て
は
悪

い
相
乗
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

す
。
ま
た
、
公
債
費
に
準
ず
る
債
務

負
担
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て

は
、
平
成
18
年
度
の
安
曇
野
広
域
排

水
事
業
（
国
営
事
業
）
受
益
者
負
担

金
に
係
る
債
務
負
担
行
為
に
よ
り
４

８
０
０
万
円
程
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
一
部
事
務
組
合
等
の
公
債

費
に
対
す
る
負
担
金
は
、
６
千
万
円

程
減
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
会
計
に
お
け
る
公
債
費
、
公

営
企
業
の
公
債
費
に
つ
い
て
は
、
交

付
税
措
置
と
し
て
基
準
財
政
需
要
額

に
算
入
さ
れ
、
実
質
公
債
費
比
率
の

算
定
で
は
こ
の
分
が
控
除
さ
れ
ま
す

の
で
、
比
率
の
算
定
上
に
は
大
き
な

影
響
は
与
え
ま
せ
ん
。

　

債
務
負
担
行
為
に
係
る
も
の
の
増

加
と
、
一
部
事
務
組
合
等
の
公
債
費

に
係
る
負
担
金
の
減
少
は
、
ほ
ぼ
相

殺
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
に
よ
り
、
平
成
18
年
度
、
19

年
度
の
実
質
公
債
費
比
率
は
、
ほ
ぼ

同
水
準
と
な
り
ま
し
た
。

　

実
質
公
債
費
比
率
の
早
期
健
全
化

基
準
は
25
％
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
き

く
下
回
っ
て
い
ま
す
の
で
、
安
曇
野

市
の
財
政
は
健
全
と
い
え
ま
す
。

■
資
金
不
足
比
率
の
状
況

　

資
金
不
足
額
と
は
、
基
本
的
に
は

流
動
負
債
と
流
動
資
産
の
差
額
を
い

い
ま
す
。
流
動
負
債
の
方
が
多
く
資

金
不
足
額
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
１
年

以
内
の
債
務
に
対
す
る
支
払
い
能
力

が
な
い
こ
と
に
な
り
、
経
営
状
況
に

余
裕
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆

に
流
動
資
産
の
方
が
多
け
れ
ば
、
１

年
以
内
の
債
務
を
一
時
に
果
た
し
て

も
な
お
余
裕
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

突
発
的
な
事
項
に
対
処
可
能
な
経
営

状
況
と
判
断
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
公
営
企
業
の
成
り
立
ち
に
も
よ
り

ま
す
が
、
平
成
19
年
度
の
決
算
に
お

い
て
は
、
す
べ
て
の
公
営
企
業
に
お

い
て
、
余
裕
の
あ
る
経
営
状
況
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。 　公営企業の資金不足を、公営企業の

事業規模である料金収入の規模と比較
して指標化し、経営状況の深刻度を示
すものです。
　この指標は、公営企業ごとに算出し、
これをもってその公営企業の経営状況
を審査します。事業の性質上、事業開
始後、一定期間、構造的に資金の不足
する事業がある場合は、その額を「解
消可能資金不足額」として控除するこ
とになっています。
　財政健全化比率については、地方債
の協議・許可制度移行基準の 10％の
2 倍の 20％とされています。

4 資
しきん ふ そ く

金不足比率

　地方公共団体の一般会計の借入金（公債費）や
将来支払っていく可能性のある負担等の程度を指
標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどう
かを示すものです。
　地方公共団体が背負っている将来負担は、地方
債残高、債務負担行為支出予定額などそれぞれ個
別に、また会計ごとに表されてきました。
　これらは金額として表示されてきましたので、
その金額が適度なものなのか、あるいは過大なも
のなのかを判断することができませんでした。
　また、地方公共団体の負担については、一部事
務組合や第三セクターにおよぶ場合もありますが、
各地方公共団体にとって、その分の将来負担がど
の位になるのかなどを表す手法は全くと言ってよ
いほど存在しませんでした。
　この将来負担比率は、公営企業会計を含む地方
公共団体の全会計、および地方公共団体と密接な
関係にある外部団体までを含む「地方債残高」、「債
務負担行為に基づく支出」、「実質赤字額」などが「標
準財政規模」に対してどの程度になるかを表す指
標です。
　ただし、あくまで地方公共団体が一般会計等に
おいて負担すべき額に基づいて計算しますので、
特別会計や一部事務組合、第三セクターなどの設
置意義や財務・経営状況等に基づいて当該会計、
あるいは当該団体等自らが負担すべき部分は除い
て算定します。
　また、将来負担に対してその財源とすることが
見込める基金や特定財源、交付税措置見込み額な
どを控除して算定します。
　将来負担比率の財政健全化基準は、実質公債費
比率の財政健全化基準に相当する将来負担額の水
準と平均的な地方債の償還年数を勘案して 350％
とされています。
　なお、財政再生基準は定められていません。

5 将
しょうらいふたん

来負担比率

基準を大きく
下回り、健全！

広報あづみの　2008.10.22 2008.10.22　広報あづみの




